
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
。



政
令
第

号

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
と
す
る
。



理

由

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
法
律
第
八
十
六
号

）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
要
綱

第
一

特
定
建
築
物
の
範
囲
の
拡
大

特
定
建
築
物
の
範
囲
を
、
不
特
定
で
な
く
と
も
多
数
の
者
が
利
用
す
る
一
定
の
用
途
の
建
築
物
に
も
拡
大
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
二
条
第
二
号
関
係
）

第
二

特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
等
に
つ
い
て
の
利
用
円
滑
化
基
準
へ
の
適
合
義
務
の
創
設

一

特
定
建
築
物
の
う
ち
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
利
用
す
る
も

の
で
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
（
以
下
「
特
別
特
定
建

築
物
」
と
い
う
。
）
の
一
定
の
規
模
以
上
の
建
築
（
用
途
変
更
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
維
持

保
全
を
す
る
者
は
、
当
該
特
別
特
定
建
築
物
を
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

必
要
な
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
利
用
円
滑
化
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）



二

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
地
方
の
自
然
的
社
会
的
条
件
の
特
殊
性
に
よ
り
、
一
の
規
定
の
制
限
の
み
に
よ
っ
て
は
、
高

齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
特
定
建
築
物
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
目
的
を
十
分
に
達
し
難
い
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
特
別
特
定
建
築
物
に
条
例
で
定
め
る
特
定
建
築
物
を
追
加
し
、
一
の
建
築
の
規
模
を
条
例
で
別
に
定
め
、
又

は
利
用
円
滑
化
基
準
に
条
例
で
必
要
な
事
項
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

三

一
及
び
二
の
規
定
を
建
築
確
認
対
象
法
令
と
し
、
違
反
し
た
建
築
又
は
維
持
保
全
を
す
る
者
に
対
し
是
正
命
令
等
の
規

定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
条
関
係
）

第
三

努
力
義
務
の
対
象
へ
の
特
定
施
設
の
修
繕
又
は
模
様
替
の
追
加

特
定
建
築
物
の
特
定
施
設
の
修
繕
又
は
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
定
施
設
を
利
用
円
滑
化
基
準
又
は
条
例
で
付
加

し
た
事
項
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

第
四

認
定
建
築
物
に
対
す
る
支
援
措
置
の
拡
大

一

計
画
の
認
定
の
範
囲
を
、
特
定
建
築
物
の
特
定
施
設
の
修
繕
又
は
模
様
替
に
も
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
一
項
関
係
）



二

認
定
の
基
準
に
つ
い
て
、
利
用
円
滑
化
基
準
を
超
え
、
か
つ
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
で
あ
る
旨
を
明
確
化
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
三
項
関
係
）

三

認
定
の
申
請
と
併
せ
て
申
請
さ
れ
た
建
築
確
認
の
審
査
に
お
い
て
、
建
築
確
認
対
象
法
令
で
あ
る
利
用
円
滑
化
基
準
に

つ
い
て
の
審
査
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
六
項
関
係
）

四

認
定
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
は
、
当
該
認
定
建
築
物
の
特
定
施
設
の
床
面
積
の
う
ち
、

通
常
の
建
築
物
の
特
定
施
設
の
床
面
積
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
一
定
の
床
面
積
は
、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

五

認
定
建
築
物
、
そ
の
敷
地
又
は
そ
の
利
用
に
関
す
る
広
告
等
に
、
当
該
認
定
建
築
物
が
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
る
旨

の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
を
除
き
、
何
人
も
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
五

所
管
行
政
庁
（
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
又
は
特
別
区
の
長
）
へ
の
権
限
の
委
譲

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
所
管
行
政
庁
（
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
又
は
特
別
区
の
長
）



に
委
譲
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
条
第
三

項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
）

第
六

そ
の
他

罰
則
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）


